
　令和７年度　水田活用の直接支払交付金 (戦略作物助成・産地交付金）、畑作物産地形成促進助成金、 コメ新市場開拓等 促進助成金　概略版体系図

計 15,000円 2,000円 15,000円 6,000円 ～ 24,000円

県 5
園芸作物　二毛作助成

6,000円

と 13

二毛作 助成
県 1 県 1 県 1 県 1

麦、たまねぎ、球根あとに出荷する

特産作物等　二毛作助成 にんじん,キャベツ、カブ

と 14　　　　　土づくり 助成 ブロッコリー、カリフラワー

（麦、たまねぎ、球根あとに限る） 特産たまねぎ

15,000円 2,000円 15,000円 18,000円

計 55,000円 ～ 108,000円 2,000円 20,000円 ～ 50,000円 18,000円 ～ 55,000円

県 3

県4

( 団地 加算 ) (担い手集積加算) 飼料用米　拡大支援
3,000円

と 6又10　 20ha以上

1,000円

と 5又9　 10ha以上

2,000円
と 4又8　 5ha以上 と 16 と 12　1ha以上

4,000円 と 2
と 11　 １ha以上 と 3又7　 3ha以上

( 団地 加算 ) 　(担い手集積加算)

6,000円 6,000円 7,000円

と 2

と 17

特産作物 加算

30,000円
]
と 15

特産作物 加算

30,000円

と 1

そば作付 助成 高収益作物 助成
戦略作物 助成 戦略作物 助成 と 18　　地力増進作物 拡大加算

(収量に応じて、品種に応じて) (収量に応じて、品種に応じて)

40,000円 35,000円 90,000円 55,000円 ～ 105,000円 55,000円 ～ 105,000円 30,000円 20,000円 2,000円 40,000円 20,000円 18,000円

（専用品種）

出荷する

飼料用米 地力増進作物 そば 高収益作物
（新規需要米） 野菜、花卉・花木、果樹

（果樹は植栽後５年以内）

県 9

3,000円

新市場開拓用米 複数年契約 加算

継続年（2年目、3年目）に限る

 コメ新市場開拓等

促進 助成

輸出用米
（新市場開拓用米）

米粉用米
（新規需要米）

戦略作物 助成

令和　8年 1月16日　現在

15,000円～24,000円 15,000円

20,000円 ～ 36,000円

加工用米 拡大加算

35,000円 ～ 62,000円

県 8-1

大豆生産性向上・拡大助成
9,000円

米粉用米　拡大支援
9,000円

55,000円 ～ 114,000円

土地利用集積 加算

10,000円 ～ 53,000円

新市場米開拓用米 助成

10,000円

二

 

毛

 

作 特産作物等　二毛作助成 特産作物等　二毛作助成 特産作物等　二毛作助成

15,000円

県 8-2

大豆生産性向上・拡大助成
9,000円

15,000円

作

物

名

麦・大豆 加工用米

基

　

幹

　

作

 コメ新市場開拓等

促進 助成

 コメ新市場開拓等

促進 助成
畑作物産地形成促進 助成 戦略作物 助成

6,000円

井波地区

球根・さといも・白ねぎ

たまねぎ・菊・ﾘﾝﾄﾞｳ・にら

小松菜・梅・林檎
（特産出荷団体に加入）

福野地区
球根・さといも・白ねぎ

たまねぎ・菊・ﾘﾝﾄﾞｳ・にら
小松菜・林檎・ｽｨｰﾄｺｰﾝ

（特産出荷団体に加入）
利賀地区

ﾎｳﾚﾝｿｳ・ﾐｮｳｶﾞ・赤ｶﾌﾞ
白爵ｶﾎﾞﾁｬ・たまねぎ
にら・そば

≪ 注意 ≫
・これらの助成や加算は予定額であり、変更になる場合があります。

・これらの助成や加算を受けるには、12月末日までに栽培履歴簿と販売伝票等の写しの提出が必要になります。

また、播種前契約や部会加入などの条件が付加されている場合が有ります。
・単価は、10a当たりです。
・県設定単価は未定ですので、（当初）単価を表記しています。

戦略作物助成（黄色）・令和７年１１月２６日支払い

畑作物産地形成促進助成（水色）・令和７年１１月２６日支払い

コメ新市場開拓等促進助成（水色）・令和７年１１月２６日支払い

産地交付金（白色）・令和８年３月支払い予定

井波地区

球根・さといも・白ねぎ

たまねぎ・菊・ﾘﾝﾄﾞｳ・にら

小松菜・梅・林檎
（特産出荷団体に加入）

福野地区
球根・さといも・白ねぎ

たまねぎ・菊・ﾘﾝﾄﾞｳ・にら
小松菜・林檎・ｽｨｰﾄｺｰﾝ

（特産出荷団体に加入）
利賀地区

ﾎｳﾚﾝｿｳ・ﾐｮｳｶﾞ・赤ｶﾌﾞ
白爵ｶﾎﾞﾁｬ・たまねぎ
にら・そば

麦・たまねぎ・球根あとに

作付した場合

産地交付金が

麦・たまねぎ・球根の

耕作者に

支払されます。


